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議 会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

令 和三 年 三 月 三 十 一 日

石 川県知事谷 本 正 憲

石 川県規則第十八号

議 会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一 部 を改正する規則

議 会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和四十三 年 石川 県 規則第五十九号)の

一 部 を次のように改正する。

附 則第六項第二 号中 「 百 分 の五」を「負傷若しくは死亡の原因となる事故の発生の日又は診断によって疾病の発生

が 確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率」に改める。

附 則第七項、第十三 項 第二 号 及び第十四項中「百分の玉」を「災害発生の日における法定利率」に改める。

附 則

( 施行期日)

1 こ の規則は、公布の日から施行する。

( 経過措置)

2 改 正後の議会の議員 その他 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則の規定は、令和二 年四 月 一

日 以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る障害補償年金及び遺族補償年金の支給停

止 について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る障害補償年金及び遺

族 補償年金の支給停止については、なお従前の例による。

石 川県事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令 和三 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知事 本谷 正 憲

石 川県規則第十九号

石 川県事務委任規則の一 部 を改正する規則

石 川県事務委任規則(昭和三 十 五 年 石 川県規則第六十一 号 )の一 部 を次のように改正する。

別 表第二 保 健所長の項第十九号中「覚 せ い剤」を「 覚醒剤 」に改め、同項第二 十 号 6 中 「 第五十 二 条第一項」を

「 第五十 五条第一 項 」に改め、同号7 中 「 第五十 三 条 第二項」を「第五十六条第二 項 目」に改め、同号叩中「第五十六

条 」を「第六十一 条 」に改め、同号中山をロとし、同号9 中 「第五十五条第一 項 」を「第六十条第一 項 」に改め、同
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号 中 9 を 日 と し、同号8 中 「第五十四条」を「第五十九条」に改め、同号中8 を 叩とし、7 の 次に次のように加える。

8 第 五十七条第一 一項の規定による営業の届出の受理

9 第 五十八条第一項の規定による回収の着手及び回収状況の届出 の受 理

別 表 第 二 保 健所長の項第二 十 号の二 を 削り、同項第二 十 一 号 に次のように加える。

2 第 七十一 条 の 二 の 規定による廃業の届出の受理

別 表 第二保健所長の項第二十一 号 の二及び第二十一 号 の三を削 り、同項第 二 十 二 号 中「法律第七十号ごの下に

「 (食品表示法第十五条の規定による権限 の委 任 等に関する政令(平成二 十 七年政令第六十八号)第七条第一 項 の規

定 により知事が行うこととされる場合に限る。)」を加え、同号中2 を 3 と し、 1 の 次に次のように加える。

2 第 十条の二第一項の規定 による届 出の受理( 健康の保護 及び増進を図るために必 要 な食品に関する表示の

事 項に係るものに限る。)

別 表第二 保 健所長の項第三 十 二 号 1 中 「 同 条第 六項」を「同 条 第八 項 」に改め、同 号 2 中 「 同 条 第 五項」を「同 条

第 七項」に改め、同号白及び討を削り、 同号 泣 中 「 第 二 十 二 条 第 一 項 (」を「第二十二 条 各項(これらの規定を」に、

「退 院の措置」を「退 院措置の決定、通知の受理、退院の求めの受理及び病原体を保有しているかどうかの確認」に

改 め、同号中ロを日とし、口から泊までを凶からロまでとし、同号問中「第 十 八条第四項」を「第 十 八条第三 項 及び

第 四 項 」に改め、 「 による」の下に「確認の求めの受理及、び」を加え、 同号 中日 を回とし、8 か ら 日 ま でを叩 か ら 日

ま でとし 、 7 を 9 と し、その前に次のように加える。

8 第 十五条第八項、 第 十項及び第十一 項 の規定による質問又は調査に係る命 令及び通知等

別 表第二 保 健所長の項第三 十 二 号 中 6 を 7 と し、 5 を 6 と し、その前に次のように加える。

5 第 十四条の二 第 二 項 の規定による検体等の提出の受理

別 表第二 保 健所長の項第三 十 二 号 却を次のように改める。

お 第 二 十 四条の二 第一項 及び第三 項 (これらの規定を第二 十 六条において準用する場合を含む。 ) の規定に

よ る苦情の申出の受理、苦情の処理及び苦情の処理の結果の通知

別 表第 二保健所長の項第三 十 二 号 中 日を削り、日を印とし、回を日とし、日を臼とし、同号日中「 ( 結核患者に限

る 。 ) 」 を 削 り、同号 中日を日とし 、日から叩ま でを日からω ま でとし 、同号 口 中 「 第 四 十八条第一 項 」を「第四十八

条 各項」に、 「 退 院の措置」を「 退 院措置の決定、意見申述の受理、退院の求めの受理及び新感染症を公衆にまん延

さ せるおそれがないかどうかの確認」に改め、同号中口を刊とし、η を 削り、口を口とし、日から河までをη か ら日

ま でとし 、同号 に次のように加える。

市 第六十三 条 第四項において準用する同条第一一 頃 から第三項までの規定による費用の徴収

別 表第 二 保 健 所 長の項第三 十 三 号 1 中 「 第二十 条の三 第 三項」の下に「、第五項及び第六項」を、 「交 付」の下に

「 、 病院又 は診療所の変更の届出 の受 理及び返納 に係る患 者票一の受理」を加え、 同号 中 2 を 削り、 3 を 2 と し、 4 か

ら 6 ま でを3 か ら 5 ま でとし、 同項 第三十九号6 中 「第十三 条 第十号」を「第十三 条 第十一 号 」に改め、 同項 第四十

八 号中日を口とし、刊から日までを日から日までとし、同号9 中 「第十一 条 の 二 」 を 「 第 十 一 条 の 三 」 に改め、 同号

中 9 を 叩とし、8 の 次に次のように加える。

9 第 十 一 条 の 二 の 規定による浄化槽の使用の休止及び再開の届出の受理

別 表第二 保 健所長の項第五十号問中「第十八条の十五第一 項 」を「 第 十 八条の十七第一 項 」に改め、同号初中「第

十 八条の十五第二 項 」を「第十八条の十七第二 項 」に改め、同 号 幻 中 「 第十八条の十六」を「第十八条の十八」に改

め 、同号幻中「第 十 八条の二 十 三 第 一 項 」を「第十八条の二 十 八第一 項 」に改め、同号お中「第十八 条 の二十四第一

項 」を「第十八条の二 十 九第一 項 」に改め、同号担中「第 十 八条の二 十 五第一 項 」を「第十八条の三 十 第 一 項 」に改

め 、同号泊中「 第 十 八条の二 十 六」を「第十八条の三 十 ご に改 め、同項中第五十一 号 を削り、 第 五十二 号 を第五十

一 号 とし、 第 五十三 号 を第五十二 号 とし、 第 五十四 号 を 削 り、 第 五 十 五 号を第五十 三 号と し、第五十六号を削り、第

五 十七号を第五十四 号 と し 、 第 五十八 号 を第五十五号とし、 第 五十九号を第五十六号とし 、同表 家畜保健衛生所長の

項 第 一 号 3 及 び 4 中 「 第三十一 条 第二 項 」を「第三 十 一 条 第三項」に改め、 同号 問 中 「 第五十 二 条 」を「第五十二条

第 一 項 」に改める。

附 則

こ の規則は、令 和三 年 四月一 日 から施行する。 た だし、別表第二 の 改正規定(同表保健所長の項第二 十 号を改める

部 分、同項第二 十 号の二 を 削り、同項第二 十 一 号 を改める部分並びに同項第二十一 号 の 二 及 び第二 十 一 号 の三を削 り、

同 項第二 十 二 号 を 改める部分に限る。 ) は、同年六月一 日 から施行する。
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石 川県組織規則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

令 和三 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知事 本谷 正 憲

石 川県規則第二十号

石 川県組織規則の一部を改正する規則

石 川県組織規則(昭和三 十 九年石川県規則第二 十 三 号 )の一 部 を次のように改正する。

第 三 条 第 一 項 の表総務部の項中「行政経営課」の下に「、デジタル推進課」を加え、同条第六項の表行政経営課の

項 を削り、同表に次のように加える。

公 園緑地課 金 沢城二 の 丸御殿復元整備推進室

第 六条第一 項 の表行政経営課の項第九号及び第十号を削り、同 項 の次に次のように加 える。

デ ジタル推進課1
 

デ ジタル化の総合的な企画及び調整に関すること。

行 政のデジタル化の推進に関すること。

行 政情報ネットワー ク 及びシステムの整備及び運用に関すること(他課の分掌

事 務を除く。) 。

地 域情報通信 基盤の整備 に関すること。

2
 

3
 

4
 

第 六条第三項の表情報システム室の項を削 る。

第 六条の二第一一 項 の表地域振興課の項第八号を削る。

第 八条第一 項 の表産業政策課の項中第十四号を第十五号とし、

号 の次に次の一 号 を加 える。

2 産 業 のデジタル化 に向けた支 援に関すること。

第 十条第二項の表に次のように加 える。

第 二 号 から第十三 号 までを一 号 ずつ繰り下げ、第一

金 沢城二 の 丸御殿復元整

備 推進室

第 一 項 の表公園緑地課の項第一 号 及び第二 号 に掲げる事務のうち、金沢城二 の 丸御

殿 の復元整備に関すること。

第 十五条第五号の表中

第 十六条第八号の表中

「 覚せい剤」を「覚醒剤」に改める。

「石 川 県 立高松病院」を「石 川県立こころの病院」 に、

を

医 事課

地 域医療連携室

窓 口事務に関すること。

医 事統計に関するこ と。

診 療報酬の請求事務に関するこ と。

医 療相談に関すること。

そ の他医事に関すること。

診 療機関及び保健・福祉機関との医療連携に関すること。

医 事係

医 療相談係

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

医 事課医 事係 1
 

窓 口事務に関すること。

医 事統計に関するこ と。

診 療報酬の請求事務に関すること。

そ の他医事に関すること。

2
 

3
 

4
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第 十九条第四項、第八項及び第十六項の表中「 高 松病院」を「 こ ころの病院」に改める。

附 則

( 施行期日)

1 こ の規則は、令和三 年 四月一 日 から施行する。 た だし、第十六条第八号の表(「 石 川 県 立高松病院」を「 石 川 県

立 こころの病院」に改める部分に限る。 ) 並びに第十九条第四項、第八項及び第十六項の表の改正規定並びに次項

か ら附則第四項までの規定は、石川県病院事業の設置等 に 関する条例の一 部 を改正する条例(令和三 年 石川県条例

第 八号)の施行の日から施行する。

( 経過措置 )

2 前 項ただし書 に 規定する規定の施行の日(以下「 施 行日」という。 ) の前日において、石川県立 高 松病院に勤務

又 は兼務を命ぜられていた職員 は 、別に辞令を発せられない限り、施行日をもって石川県立こころの病院に勤務又

は 兼務を命ぜられたものとする。

( 石川県財務規則の一 部 改正)

3 石 川県財務規則(昭和三 十 八年石川県規則第六十七号)の一 部 を次のように改正する。

附 則第二 項 中 「 石 川県立高松病院」を「 石 川県立 こ ころの病院」に改める。

( 石川県営病院の財務に関する特例を定める規則の一 部 改正)

4 石 川県営病院の財務に関する特例を定める規則(昭和三 十 九年石川 県 規則第四十三 号 )の一 部 を次のように改正

す る。
第 二 条 中 「 石 川県立高松病院長」を「 石 川県立こころの病院長」に改める。

第 九条中「 石 川県立高松病院」を「 石 川県立こころの病院」に改める。
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令和 3年 3月 31日(水曜日) 石川 県公 報 号 外

出 先 機 関

石川県文書管理規程(平成14年石川県訓令第 7号)の一部を次のように改正する。

令和 3年 3月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

別表第 1中 11高松病院 高病 IJ を

11こころの病院 こ病 IJ に改める。

附則

この訓令は、石川県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和 3年石川県条例第8号)の施行の

日から施行する。

石川県訓令第 5号

庁

出

石川県職員被服貸与規程(昭和37年石川県訓令第 6号)の一部を次のように改正する。

令和 3年 3月31日

中

先 機

般

関

石川県知事 谷 本 正 憲

別表第 1の11の項中 「高松病院デイケアセンター」を「こころの病院デイケアセンター」に改め、

「也理里 |事務服(夏・冬) 各~ D高松病院に限る。 る
山
同
円を

附則

この訓令は、石川県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和 3年石川県条例第8号)の施行の

日から施行する。

石川県訓令第 6号

庁

出

中

先 機

般

関

石川県処務規程(昭和33年石川県訓令甲第 9号)の一部を次のように改正する。

令和 3年 3月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

別表第 1第 2号の表厚生政策課長専決事項の欄第13号中 「刺史是正継巡」の下に 1(任回都国主主〈調lF8' a::::喋お~回 ez長期制~LL領土日畦回...J1Jモト回世話iàHl~-<調lF同~~阿国軍榊8'但判8'桝邸LL盟十時殺事仕(併世i(壮士注意仕草長川十日や)線十園緑依田官、土1~ ニ ν *，8' ~LL吋のけ心よH'()~ l{ð~態。今{<J佃品。 ) J を加え、同号4 中 「総同十川延長」を 「華民同十 III ~*総 1 1罫」
に改め、同号中 6を削り、 5を6とし、 4の次に次のように加 える。

ω 華民同十川味線田郡8'$里{1:':ILL吋防総僚辞童十や<+a1節総8'~出別表第 1 第 2 号の表厚生政策課長専決事項の欄第13号 8 中 「首長同十同《燃11 郎J の下に 「 土1~ ニド幅ペll$I吋ド望書æ::
いの首長同十 1~*撚 11 廊」を加え、同号中 8 を 11 とし、 7 を 10 とし、その前に次のように加える。

ド 華民同十回~*8' 1 1 撚同 担車両む首長4く官、土1~ ニド椙ペll$I州 ν草野æ::~l{ð首長同十 1 ~*燃 11 官、 e蝦{回以刊の課担令梢饗i:llE8'~{1:':18'経理~...Jþ\士~*' 8'~{1:':18'誤-R8' l止~
∞ 総同十回繰8'1 1 撚同郡阿む首長4く官、土1~ ニド幅ペll$I州 ν製品æ::ヤ時総同十 I I I ~*~眠 1 ¥耳、8'事雪組LL"-6l{d令継器蓋Q思革、

Q者{1:':1

(J) 紙同十回吋~8' 1 1 総同町、同む留保4く官、と1~ ニド椙必ll$I'~ν製品æ::~l{ð紙同十 I I I ~*組Kg]町、 e蝦{1:':1LL "-6l{d令継続蓋ゃく話1串燃8'~掘
別表第 1第 2号の表厚生政策課長専決事項の欄中第15号を削り、第16号を第15号とし、同表健康福祉部長専決事項

の長寿社会課の欄第2号 6中 「燃11十長崎可燃十川郎」を 「棋11十再燃華民十同日早」に改め、同号7中 「燃11+再燃華民十g]~J を 「燃 I I +~味線十i(~J に改め、同表健康福祉部長専決事項の健康推進課の欄第 1 号 1 を次のように改める。
，-; 華民十 4く吋~8' 1 1 や胃、8'~寝{1:':I LL ム-fl{ð~-R 8'剛粧'掃事同む<-1111曜



4 4哨ロ ω 有 印 } 42E(決 議司) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

国 一」糊浦H浦Nh叩見)叫府 議 湘対前洋設糊樹海側泊見)浦河蒔憐酬湘3議潤H叩ム門寸「第 六 項」3I 2 H「、第八項」除湿UNJ「 (結

核 指定医療機関を除く。)」品川歪?「指 導」 31 2 n「、指定を辞退する旨の届出の受理」品SENdE州議瀬蒋脳滞期

制 洋側泊3蓋 滅 H 中HNNQN門寸「 都 道府県知事」312 n「又は保健所設置市等の長」品辛口NdE中ω門寸「及 び第五項」

品川 「 、 第 三 項 及び第六項」打将官Vd 「 の指定」3
1 2 n「、厚生労働大臣への報告」品川註NJE中サNHWN印什「JNOW

N 土川「JE品川耳一-dd日∞時Nω什「d日叶品町NN~は「d点 叩3耳打阿汁3軒々ご円uqEU仰向日。

幻 第 四十四条の七第六項及び第八項の規定による厚生労働大臣への報告並びに他 の都道府県知事 及び厚生労働

大 臣への協力依頼

回 一」糊滅H滅Nh叩3湘浦湖帯片隅難同刑判円滑側泊3蓋鴻H叩fE品川NO什デ目品川耳3d日中即日。~は了日ω即日∞什了ロ品川口

~ は「d』 m R)部打開汁31汁 JV一円〕守口U仰向日。

同 第 三 十 八条第八項の規定による結核指定医療機関からの指定を辞退する旨の届出の受理

凶 -Emw加 H W加 N 中3湘浦湖帯情滞期制円滑側泊3蓋潤H叩丑=品川5~川「d呂品川E~川デホ3蔀打湾、)1汁 三円 辻 = u 仰が 。

日 第 十六条の三 第 八項及び第十項の規定による厚生労働大臣への報告並びに他 の 都道府県知事及び厚生労働大

臣 への協力依頼

ロ 第 二 十 六条の三 第 六項及び第八項の規定による厚生労働大臣への報告並びに他 の都道府県知事 及び厚生労働

大 臣への協力依頼

口 第 二 十 六条の四第六項及び第八項の規定による厚生労働大臣への報告並びに他の都道府県知事及び厚生労働

大 臣への協力依頼

回 一」糊繊同獄N中3淵浦湖蒋儲滞期制円滑側泊3蓋鴻H叩m wn寸 「第十六条」品川「第 十 六条第一 項 」一円痔$d 耳中門寸m w 品町

= ~ は「 J 印 M 70∞持」川，品町⑦H70C M 附 」リ汁「JEh叩ムサ「第 十 五条第五項及び第六項」時「第十五条第十三 項 、 第 十四

項 及び第十七項」↑?「及び協力依頼」舟「、他の都道府県知事への通報並びに他の都道府県知事及び厚生労働大臣

へ の協力依頼」打痔官ゾ耳叩サ品時ω作「J命 令)罫F HN汗 3 1 汁 三円辻= 片 山い 。

4 第 十四条の二第一項、第四項及び第八項の規定による指定提出機関の指定、厚生労働 大臣への報告 及び指定

の 取消し

回 一」糊獄HW掛川山叩3期滞湘前洋設湘羽海側畑3糊側醗除措3議潤Hh叩サロ品川口~川デ53内庁打野31汁 三円辻= u 仰向日 。

日 第 七 十 五 条第四項の規定による地 域連 携薬局の認定の取消し

ロ 第 七 十 五 条第五項の規定による専門医療機関連携薬局の認定の取消し

国 一」叫州独H獄N中3州議刑期前再出町官湘制作府側泊3糊側説明帥剛湘3蓮滞日ー中 N門寸 「 命令」品川「命令(」一円四冷t u' 耳 蓮 瀦 ⑦ 中

門 寸「覚せい剤」品川「覚 醒剤」六四片町Vd耳蓮瀦NO中仏サ「 第五十 五条第一一 項 及び第五十六条」ゆ「第 六 十条第一一 項 及び

第 六十一 条 」打痔⑤JE叩ω丑「 第五十 九条第一一 項 」 ゆ「第六十四条第一 項 」打痔$d耳山畑糊側部除措刑制作P 側 泊3

蓮 瀦回中 門寸NC隊出 ~川「'日∞す ON∞ M 附 」リ品川NOUν川U吉伸」リ~川「'Eh叩口丑「第二 項 」時「第三 項 」打尽δdE中サコ品川HC

~ 川「d目。す川UHOM什 」川，品町HNすσ 日 ∞州」川d~川「d司中m wn寸 「第三 十 五条第三 項 ただし書」品川「第三 十 五条第四項ただし書」

打 将官デE叩号む時己什「JN170∞持」リ品川品すOHCMm dd什「dH品町ω~は「J中町3副司一什涛3Lハ JV一什 U C EU仰向日。

- 第 六条の二 第 一 項 の規定による地 域連 携薬局の認定及びその更新

2 第 六条の三 第 一 項 の規定による専門医療機関連携薬局の認定及びその更新

出 -」期 満 H 鴻 N 叩 3叫m糊側刊郡山け剛湘hm朝刊か側畑3議鴻N叩H 骨 「 及 び第二 項 」刈24dJ耳叩ム丑「、第三 項 及び第六項」

品川 「 及 び 第八項並びに第十三 条のこの こ 第 一 項 」一円四片$'耳中ω門寸「第十七条第四項」品川「第十七条第八項」一nd

「第 七 条第三 項 ただし書 」 め 「第七条第四項ただし書」 打 尽δ'耳唱。号「第九項及び第十項」品川「第 十 五項及び第

十 六項」打将官YE中日。丑「第十四条第六項(同条第九項」時「第十四条第七項(同条第十五項」打尽δ'「及び」

3 12 n「第九項、第十四条の二 ( 第四項を除く。 )、 第 十 四 条の七の二 第 三項並びに」品辛口 NJE中 ロ 丑 「 及 び第二 項 」

品 川歪?E中54U「、第三 項及 び第五項」時「 及 び第七項」打痔与JEh叩口門寸「第二 十 三 条 の 二 の 十四第六項」内

「 第二十 三 条 の二の十四 第 十三項」一?「第七条第三項ただし 書 」品川「第七条第四項ただし 書」 打 将官YE中包号

「 及び第二 項 」時歪?E謹獄。 中 門寸 「 覚せい剤」時「覚醒剤」打痔官YE蓮 獄 呂 中 叶 サ 「 第五十八条第三項」時

「 第六十 三 条 第三項」打日片町VJE中門寸 叶内∞~川「d。3深一 円資3LμJU一円uqEU円以。

7 第 五十八条第二 項 の規定による回収 の着 手及 び回収状況の報告

国 一」 糊 滅 H 瀦 N 叩 見)叫府樹制強榊滞期朝刊滑側泊見)蓋門寸鴻ωC叩 叩 品川潤ω円相 叩 ~H「J鴻NNh叩17川U瀦Nω 中 川問」川，品町回明 叩 4 0議 。 ー ヨ 戸

満 NH 叩 3向主円突3H h叩 品町 辻 = 片 山い。

二 十 二 食 品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令(平成二 十 七年政令第六十八号)

第 七条第一 項 の規定により知事が行うこととされた食品表示法(平成二 十 五年法律第七十号)第十条の二 第1
 



令和 3年 3月 31日(水曜日) 石川 県公 報 号 外1 1 廊G'~長{f!;/ L!.ム-ft(d(-4 ~持(~世Q是正細民む饗共到来j 図t(d;l;!五214 主主猷付制agL!.mE-r t(d ~何時G' 1酪胃、土1~ t(d"p G' L!.監の。)
N 華民-¥J<<*燃川担率G'事z{f!;/L!.，L-f t(d il!E曜単純七ll!)'( ~皿< G'藤和

別表第 1第 2号の表生活環境部長専決事項の環境政策課の欄第 2号 8中 「紙十く機Q十長」を「線十く<<*G'11+1 J 

に改め、同号9中 「華民十<<<*G'11十兵組K11官、」を 「聡十<<<*G'111+GJ燃 1¥郎」に改め、同号10中 「紙十く機G'1 1十長

線11腔」を 「感十<<<*G'111十回組長11邸」に改め、同表環境政策課長専決事項の欄第10号2中「拡十 |縦割脹11邸」を

「線十 1~楽観R川郎」に改め、同表農林水産部長専決事項の畜産振興・防疫対策課の欄中第10号を第12号とし、第 9 号
を第11号とし、第 8号を第10号とし、その前に次の 1号を加える。

兵 隊柵l五点集呼:..，~土自(盟存 11 +1(母場事仕組R回1(十1(0:わ)
同 事長十11様G'111 G'目G'~寝{f!;/ L!.吋の.固G'~{f!;/

別表第 1第 2号の表農林水産部長専決事項の畜産振興・防疫対策課の欄中第7号を第8号とし、第2号から第6号

までを 1号ずつ繰り下げ、第 1号の次に次の 1号を加える。

1 1 t隠柵主主~饗操巡(~長 1 1 十同社土話事正華民 11 同長命)
同 様111<<*G'111G'聡{f!;/L!.，L-f t(d t隠細部副饗標高田G'~民担
N 華民十千ミ《首長11宮、G'SZ担L!.，L-ft(d {1隠梱〈叶謀長!"!&G'~布t G'醤逗 _) þくさま判~総G' 1止~~41'
∞ 総川十111保華民川恒(G'蝦{f!;/L!.，L-f t(d翌択網判1!!1さ桝体E眠G'出~

別表第 1第 2号の表畜産振興・防疫対策課長専決事項の欄中第20号を第21号とし、第16号から第19号までを 1号ず

つ繰り下げ、同欄第15号中 I(盟長11+1(母士活経紙同K十十く恥)Jを削り、同号中13を16とし、その前に次のように加

える。

巴 緑川十回吋~G' 1 1 や担率G' SZ{f!;/L!.吋ト(ð~霊~[!'梨岨~41'-同~~41'-L!.~"(ミおみや ;l;! 血G'(-4 ~総
別表第 1第 2号の表畜産振興 ・防疫対策課長専決事項の欄第15号中12を14とし、 9から11までを11から13までと し、

8を10とし、その前に次のように加える。

∞ 事長十11様G'同G'事塁側L!.ム-ft(d ~隠科I!!G' f16~判事L!.{実炉心課蝶肖む蚕 1111 IT
。華民十11延長 G'1(~わ官、G'~寝{回以刊のお~[!'塑細~41'-肖む~41'-止法4ミおみや 42~IIl G' (-4粥

別表第 1第 2号の表畜産振興・防疫対策課長専決事項の欄中第15号を第16号とし、第 3号から第14号までを 1号ず

つ繰り下げ、第2号の次に次の 1号を加える。

川 {隠柵主主制空F眼主活

F寸 華民-\J州~G'駁{f!;/L!.，L-ft(d事担制I!! ÌJ詰E制rn G' j宗-RG'醤きlE_)' iSと~Þ<~iSと~ G'~生誕
N 線十1(<<*燃 11胃、e早里担L!.，L-ft(d {1隠梱-<H~出挺!& G'~市t G':t竺」ゆ
の 首長十干ミ《総 1~G'~展{f!;/ L!.吋の附梱〈ト~~出!"!&G'~おt G'信号漂J
でT 華民川十同様e早里担L!.，L-ft(d翠択栂梱餐桝WJ:in眠G'i対Fくまさ桝割1FG' t旅士費

白 紙川十同州~G' GJ華民 11 町、G'~寝{回以ム-f t(d~険料i!!-< ト4 縦割~8I'!"燦 Pくさ{険料1!! 1'li>\!"墨G' 回毎首1F G'~や
別表第 1第2号の表農林水産部長専決事項の農業基盤課の欄中第 7号を第8号とし、第6号を第 7号とし、第 5号

の次に次の 1号を加える。

1( ~若者側判長軍制限度記長室ヨ土l~t(d芭試ト~ 1酪担1FG'梨刻L!.mEヤt(d~6P課岨士活 (守長 11母道越線同十4くロや)
，-; 華民田崎可燃 1\思G'根拠以ム-ft(d~試1副1暖世帯*8I' 42-:f号主;lG' !Ie!{1同
む』 華民同ボ撚 1¥郎同む首長国型車G'SZ{f!;/ L!.吋t(d~試ト~ 1節調作製摺iit国 Q紙{回吋む軍医=l*キE~出4く困<G'聡司

別表第 1第 2号の表農業基盤課長専決事項の欄中第6号を第 7号とし、第5号の次に次の 1号を加えるo

1( ~試制暖軍医者根底42 恋愛L!.~t(d~試H 1時割1FG'製剤L!.mE -r t(d ~と亘課目岨巡
，-; 華民国《撚11 恒(G'販制と1 ，L-ft(d~試1剖|暖雌判~8I'42~ 君主 G'誕{回以mE1眠時mE~-\E!Hll!)'(G'~睡眠 Q 握手経
N 総同保総川邸e販制上iム-ft(d~試H 1臨調1F製剤 11拓国 Q 首長{f!;/L!.mE-rt(d極ミË-lモ長，ll!)'(よJ G'強権

別表第 1第 2号の表農林水産部長専決事項の森林管理課の欄第 5号中 9を削り、 8を10とし、 5から 7までを 7か

ら9までとし、4の次に次のように加える。

ω 割尽く十く吋~G' 111掠11町、e蝦{回以，L-ft(d様=l*g軍司ロe嵐長くR誌な穏]a

CD 制限回〈吋~G'十川総 11 官、G'~展脚上i ム五時海結くR高L!.~士t(d亜細様=l* g軍司ロ e鍵~~際総市長~G'穏]a
別表第 1第 2号の表農林水産部長専決事項の水産課の欄第 1号 1を次のように改める。

同 首長 1 1 十再燃華民 1 1雷、 G'~寝{回以 ム-ft(d鋭機高矧軍司o G'歪擾Q髭{辺
別表第 1第2号の表農林水産部長専決事項の水産課の欄第 1号5中「燃回11+再燃」を 「総回平十峨燃 11宮、」に改

め、同号中 5を8とし、同号4中「華民団11+<様」を 「撚回K十干ミ婿Jに改め、同号中4を7とし、その前に次のよ



4 4哨ロ ω 有 印 } 42E(決 議 司 ) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

J v一円〕守口U仰向日。

6 第 九十三 条 第 一 項 の規定による漁業権の変更、取消し及び行使の停止

油一 」叫 州瀦H瀦N中3山川瀬非凡プ 岡 嬰期制作津川判泊3N六回州 諸3謹獄Hh叩ω品町歪戸E中Nサ「第 三 十 六条第一 一 項」品川「 第 八

十 八条第一 項 目」一円四片tvd司中サN品川印什「JA3部一円内庁31汁 叩v-nu g u仰が。

2 第 六十二 条 第 一 項 の規定による海区漁場計画の策定

3 第 六十七条第一 項 の規定による内水面漁場計画の策定

4 第 七十三 条 第 一 項 の規定による漁業の免許

出 一」 叫畑鴻H鴻N叩3叫別 融岬非凡六岡山町古湘朝刊庁側泊3N六回附酬湘3蓋鴻Nh叩サ「石川県漁業調整規則」312 H「 ( 令和二 年 石川

県 規則第四十二 号 ごめ社口UWJ耳叩HM州QN品川EddE叩ω丑「第三 十 二 条 」品川「 第 二 十 三 条 」一 ρ 「 又は操業停止等」

め 「及び効力の停止」打痔与JEh叩門寸ω品川同什「d耳蓋fw加ω叩品川高一-dd瀦ム叩刈町鴻ω叩~は「dw加印ー叩170澗 Eh叩M 付

」 リ品川回中4 0論 。 1 E 戸耳叫mN六回附滞期制作対側 畑 3蓮獄回中N品川高4d'耳叩H門寸「第五十条第一一 項 」ゆ「第百十七条第

一 項 」一円四片町ザ'耳中門寸HWHN~川「d占げ3耳打野31汁JVFn辻= 片 山い 。

- 第十四条第一 項 及び第九項の規定による都道府県資源管理方針の策定及び変更

2 第 十七条第三 項 の規定による漁獲割当割合の設定

3 第 十九条第一一 項 の規定による年次漁獲割当量の設定

4 第 二 十 一 条 第 一 項 の規定による漁獲割当割合の移転の認可

5 第 二 十 二 条 第 一 項 の規定による年次漁獲割当 量の 移転の認可

6 第 二 十 八条の規定による年次漁獲割当量の控除の決定

7 第 五十七条第一 項 の規定による漁業の許可

8 第 五十八条において準用する第三 十 八条の規定による起業の認可

9 第 百六条第七項の規定による漁業権行使規則及び入漁権行使規則の認可

叩 第百九条第一 項 の規定による沿岸漁場管理団体の指定

日 第百十一 条 第五項の規定による沿岸漁場管理規程の認可

出一 」糊 獄HW掛川山相叩3期決闘滞期羽海側 畑 3蓋潤Hh叩Fn対31汁 一三円辻= 片 山 ω 。

日 第百二 十 四条第一項の規定による協定の認定

油一 」 対 繊同獄N中見)削mN一片 岡 問 削湘期制作庁側 畑 δ 謹 瀦Nh叩HNPOAN品川内汁31汁 WFn将官ザ向日。

- 第十六条の規定による変更の許可

2 第 三 十 三 条 第 一 項 の規定による採捕の許可

国一」期満同 滅 N叩叩見)叫 m N六回附苅湘相内庁側泊見)蓋潤Nh叩ωゆEGJEh叩品丑「第 四十三 条 」品川「 第 四十二 条 第 一 項 」一円四片

δ dE中門寸品内ω~川「'E中日号「第四十六条」時「第四十四条第一 項 」一 ρ 「 の適用除外の」品川「に 係る」打尽tu'

E 中号ωめ品什「dE蓋n 寸 鴻ω山中品川至。d獄品中品町獄ω中~川「d滞日ー中 M70滞日NhW M什 」リ品川回中斗M G議 。 l r F戸E糊汁

斗 パ嬰湘制円滑側泊3藤前崎剛湘3蓋滋H叩叩H丑「第四条第四項」312 什 「 ( 第九条第二 項 において準用する場合を含む。 )」

尚 早 = u p 「 認 可若しくは」時「同 意及、び」一ρ 「 変 更の認可」品川「変 更の同意」一円国片官ザd耳叩円寸印伸、吋什「J耳叩ム門寸

「第 五十五条」品川「第 五十四条の一ご 打 痔$d耳叩サ品時⑦~H「Jω即日作「JA3罫打湾、)計三円辻= 片山い。

4 第 三 十 九条第一 項 の規定による分区の指定

凶 一日細川加HW加N中3潮汁沖出町宮湖羽海側 畑 3議務削湘3蓮潤Hh叩丑N品川ω~川「dH3界一円同庁31汁 三円辻= 片 山い 。

2 第 三 十 八条第一 項 の規定による臨港地区の決定

国 一回州戦回戦N中3州汁サ繋期制作対側 畑 3州 間 滞南山 間 剛湘3謹瀦Hh叩 目 。仲野3」 μ 三円四片討げが。

同 第六十条の二 の 二 第 一 項 第 二 号 及び第三 項 ただし書 に 規定する居住環境向上用途誘導地区内における建築物

の 制限の特例の許可

国 一回州繊同瀦N中3州汁サ繋期制作対側 畑 3憾湘南州諸3謹瀦Hh叩 コ 号「第六十条の三 第 二 項 ただし書 」 時「第六十条

の 三 第 一 項 第 三 号 及び第二 項 ただし書 」 ↑nd「 高 さ」時「 制 限」打尽tud耳叫州綿織南川町 難湘相mm岨 判 泊3蓮獄品中旬サ

「第 十 一 条 第四項」時「 第 十 一 条 第六項」一円四片町ザび。

国 一」山畑瀦N荊蒋軍刑3泊滅EhwN4U「第 七条第三 項 ただし書 」 時 「 第 七条第四項ただし書 」 打痔$dEh叩⑦苛「第 三

十 五条第三 項 ただし書 」 除 「 第 三 十 五条第四項ただし書 」 打将官ゾE中∞丑「及 び第四項」除歪戸耳泊減E叩同門寸

「及 び第二 項 」品川高一-dd耳叩N門寸「第 九項及び第十項」品川「第 十五項及び第十六 項 」打将官YE叩ωサ「、 第三 項 及

び 第六項」品川「 及 び第八項」打将官ゾE叩ω丑「第 十七条第四項」め「第 十七条第八項」打J「第 七条第三 項 ただし

書 」 め 「 第 七条第四項ただし書 」 打痔$〆耳山府川 河 耐荊蒋齢崎山川司hm3畑獄ω叩門寸N品町ω~リ「〆H3界一円湾、)』μ-UFn辻= uw
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る。

N 華民11十同点s'1 1 s'転回:d..Lti'(<l {1時梱-<H~出挺1芭S'~~主担1ÞS'嗣悔w哩召e制問
別表第 2土木総合事務所長の項第12号中27を28とし、 23から26までを24から27までとし、 22の次に次のように加え

る。

53 総収十1 1 1 縦華民 1 ~長心燃川邸側下ノ Q 販制:d.ム-ti'(<l<QIK早々許制rS'網越， \tト訴事同色同提矧 Qまき当料~:d.~軍事至当
別表第 3第 1号の表、第2号の表及び第3号の表中 l'担4J;1Jを削る。

附則

この訓令は、令和 3年4月 1日から施行する。ただし、別表第 1の改正規定(第 2号の表健康福祉部長専決事項の

薬事衛生課の欄第20号を改める部分、同表薬事衛生課長専決事項の欄第20号を改める部分及び同欄中第22号から第30

号までを繰り下げ、第22号を加える部分に限る。)は同年6月1日から、別表第 1の改正規定(第 2号の表健康福祉

部長専決事項の薬事衛生課の欄第 1号を改める部分、同表薬事衛生課長専決事項の欄第 1号を改める部分及び同欄第

2号を改める部分に限る。)は同年 8月 1日から施行する。

石川県訓令第 7号

庁

出

中

先 機

般

関

グ、ルーフ。制に関する運営規程(平成17年石川県司11令第11号)の一部を次のように改正する。

令和 3年 3月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

別表第 1総務部の部中

行政経営グループ、組織定数グループ、 1T利活用推進グループ、ネッ トワーク管理グ、ルー

プ
を

行政経営グ、ループ、組織定数グループ

デ、ジタル推進課 |デジタル推進グループ、情報システムグ、ループ、ネットワーク管理グ、ループ。

改め、同表県民文化スポーツ部の部文化振興課の項中 「企画グループJを「開館企画グ、ループ、利用推進グループJ

に改め、同表商工労働部の部産業政策課の項中「情報サービス産業グループ」を 「産業デジタル化支援グループ」に

改め、同部産業立地課の項中「、企画グループ」を削り、岡部労働企画課の項中 「社会人U 1ターン促進ク会ループ」

を「社会人UIターン・雇用推進グループ」に改め、同表土木部の部公園緑地課の項中「公園・緑化推進グループ」

の次に「、木場潟公園整備グ、ループ」を加える。

附則

この訓令は、令和 3年4月 1日から施行する。~ニ
Eヨ 刀ミ

石川県告示第129号

石川県財務規則の規定による癖の名称及び位置(昭和39年石川県告示第191号)の一部を次のように改正し、石川

県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和 3年石川県条例第8号)の施行の日から施行する。

令和 3年 3月31日

石川県知事 谷 本 正 憲

表中「石川県立高松病院」を 「石川県立こころの病院」に改める。
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